
   愛媛県公営企業の設置等に関する条例及び愛媛県職員定数条例の一部を改正する条例新旧対照表 
 
○愛媛県公営企業の設置等に関する条例（昭和41年12月20日条例第37号）の一部改正―――第１条に係る部分 

新 旧 
（経営の基本） （経営の基本） 

第３条 省略 第３条 省略 
２ 公営企業の施設の名称、位置及び規模については、それぞれ次に
掲げるとおりとする。 

２ 公営企業の施設の名称、位置及び規模については、それぞれ次に
掲げるとおりとする。 

(１)～（３） 省略 (１)～（３） 省略 
(４) 病院事業 (４) 病院事業 
 名称 位置 診療科目 病床数   名称 位置 診療科目 病床数  
 省略 省略 省略 省略  省略 省略 省略 省略  
      愛媛県立北宇和

病院 
北宇和郡鬼
北町 

内科、外科、泌尿器科、
眼科、耳鼻いんこう
科、放射線科、整形外
科、麻酔科、循環器科

100  

 省略 省略 省略 省略  省略 省略 省略 省略  
  

 
○愛媛県職員定数条例（昭和30年９月３日条例第32号）の一部改正―――第２条に係る部分 

新 旧 
（職員の定数） （職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 
(１) 省略 (１) 省略 
(２) 管理者の事務部局の職員 2,146人 (２) 管理者の事務部局の職員 2,253人 
(３)～(８) 省略 (３)～(８) 省略 

計 7,267人 計 7,374人 
  

 
 


